令和７年　第１０回　朝倉市教育委員会（定例会）会議録要旨


日　　時　　令和７年９月２４日（水）　１５時００分～１６時２０分

会　　場　　ピーポート甘木　２階　第２学習室

出席委員　　早野　展生（教育長）　　　　上原　実二（委員）
　　　　　　坂口　秀孝（委員）　　　　　髙倉　満　（委員）
　　　　　　泉　真知子（委員）

事 務 局　　草場　　勉　（教育部長）　　　篠原　浩之（文化･生涯学習課長）
平井　謙一郎（教育課長）　　　牧草　　勲（教育筆頭主幹参事）
永井　弘毅（教育課主幹参事）　梶原　瑞穂（教育課総務係長）

議　　事　　第１９号議案　令和６年度教育費歳入歳出決算に関する意見の申出の臨時代理について
[bookmark: _Hlk77102819]第２０号議案　令和７年度教育費補正予算に関する意見の申出の臨時代理について

報告事項　　・令和７年９月議会について

そ の 他　　（教育課）
・朝倉市中学校教育研究会総合研究会について
・北筑後市町村教育委員会連絡協議会総会及び研修会について
・第１２回朝倉市中学校英語スピーチコンテストについて
・福岡県市町村教育委員会教育委員研修会について

（文化・生涯学習課）
・ぴあら１０月１日号について


	教育長
	ただいまから、令和７年第１０回朝倉市教育委員会を開催いたします。
よろしくお願いします。
第１９号議案「令和６年度教育費歳入歳出決算に関する意見の申出の臨時代理について」、事務局から説明をお願いします。

	[bookmark: _Hlk40617471][bookmark: _Hlk116926808]事務局
	　　≪第１９号議案（教育課）　説明≫

	教育長
	教育課の説明が終わりました。この件につきまして、ご質問・ご意見等がありましたらお願いいたします。

	Ａ委員
	薄い方の資料で、一番最後網掛けの最後の部分、事業内容として、市町村合併特例事業債４億５０１０万円とか、そういうものを書いてありますけれども、その中で過疎対策事業債というのが書いてありますが、過疎対策事業債は実際、立石小学校や福田小学校に利用できるのか、という説明をお願いします。

	事務局
	過疎対策事業債につきましては、朝倉地域と杷木地域が対象となっております。

	Ａ委員
	朝倉地域と杷木地域でしょう。立石とか福田とかが該当するのかという事です。

	事務局
	今、ご説明した立石とかの分をですね、市町村合併特例事業債でございまして、過疎対策事業債はまた別の事業になります。

	Ａ委員
	それがいわゆる、杷木地域・朝倉地域に該当しているという事ですね。

	教育長
	よろしいですか。

	Ａ委員
	はい。

	教育長
	他にご意見がございましたら。

	B委員
	先ほどの１０ページですかね、教育支援センター運営事業で質問というか、教育支援センターで非常に色んなタイプの子供たちが増えてきてですね、今現在も色んな状況の子供たちに、ステップにしてもよつばにしても対応していただいている状況があります。今後、非常に大切な役割を担う機関になる事と思いますので、今後助成も含めて、教育支援センターの予算も含めて、方向性としては増やしていってもらいたいんですけど、どういう方向性で考えてられるか、そのあたりを何かお考えがあれば聞かせていただきたいと思います。

	事務局
	今後の予算についてはまだ何とも言えないんですけれども、子供たちの状況を見ながらですね、必要な分は対応していかなければいけないかな、と思っているところでございます。

	C委員
	３３ページなんですけど、スクールバスの件で、三奈木小学校と杷木小学校で運行されるという事なんですが、秋月小学校の対応で防災交通課がという事なんですが、秋月小学校はスクールバスではないという事でしょうか。

	事務局
	の資料に書いていますとおりでございますが、防災交通課が民間委託して運行するバスにですね、スクールバス機能を追加する事で、子供たちがこれに乗って通学をしているという状況でございます。

	Ａ委員
	と言う事は、秋月小学校のコミュニティバスみたいなやつじゃないですか。

	事務局
	この予算の中には入っておりません。防災交通課が委託しているこのバスの事業に秋月小学校の子供たちは乗っております。

	C委員
	私がいた時は江川があったものですから、通常のスクールバスだったんですけど今はないですね。わかりました。

	教育長
	よろしいですか。他にございますか。

	A委員
	７５ページの部活動指導員報酬というのがありますけれども、これは部活動の指導だけに来られている方の報酬になるんですかね。

	事務局
	部活動に学校、例えば部活動の先生方の支援というかですね、指導者として来ていただいている方への報酬になります。

	A委員
	　という事は、学校の先生とかじゃなくて、講師の先生とか以外に、一般から来てもらっている方の報酬。

	事務局
	地元の方、例えば剣道が上手い方とかですね、そういった方に来てもらっている。

	教育長
	　外部指導員ですね。

	A委員
	　外部指導員ですね。わかりました。

	教育長
	他にございますか。よろしいですか。それでは、続きまして文化・生涯学習課の説明をお願いします。

	事務局
	　≪第１９号議案（文化・生涯学習課）　説明≫

	教育長
	それでは、何かご質問等ございましたらお願いします。
よろしゅうございますか。
それでは、第１９号議案につきましてご承認いただける方は、挙手をお願いします。

	各教育委員
	　はい。（全員挙手）

	教育長
	それでは、第１９号議案につきまして、ご承認いただける方は挙手をお願いいたします。

	各教育委員
	はい。（全員挙手）

	教育長
	はい、ありがとうございました。第１９号議案はご承認いただきました。
続きまして第２０号議案「令和７年度教育費補正予算に関する意見の申出の臨時代理について」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。

	事務局
	　　≪第２０号議案　説明≫

	[bookmark: _Hlk40618498]教育長
	それでは、何かございましたらお願いいたします。

	B委員
	先ほどの、小学校学事振興費の小規模校振興プロジェクトの件で、市の施策には大賛成なんですが、４月当初からの大規模校からの小規模異動に限らず、例えば甘中あたりから中途転校とかも含めて、そうなった場合の支援事業が対応出来るのかとか、申請出来るのかをお聞きしたい。

	事務局
	今のご質問は、例えば来月から秋月中学校に行きたいというお子さんが出た場合という事だと思いますけれど、制度としましては４月に入学したり、変わったりするお子さんが対象となっておりますので、学級編成等の関係もありますので、年度途中からではなく、あくまで年度最初からを対象にしています。

	Ｂ委員
	わかりました。どうしてもそういう状態がうまれてくるので、そのあたりでよく説明をしておかないとお金に関わる事なので、不都合がうまれたりする。変なトラブルになる事もあるので。

	教育長
	あくまでも４月いっぱいの小規模校プロジェクトに該当するお子さんで、最大１０名までですね。それぞれの学校が人数トータル１０名までが、このプロジェクトに該当する事になります。
他にございますでしょうか。よろしいですか。
それでは、第２０号議案につきましてご承認いただける方は挙手をお願いします。

	各教育委員
	はい。（全員挙手）

	教育長
	ありがとうございます。第２０号議案は承認いただきました。
それでは、３の報告事項にはいります。令和７年９月議会についての報告をお願いします。

	事務局
	≪報告事項　説明≫

	教育長
	何かご質問ありましたらお願いいたします。よろしいですか。
それでは、４のその他にまいります。教育課からお願いします。

	事務局
	≪その他　説明≫

	教育長
	それでは、以上をもちまして、令和７年第１０回朝倉市教育委員会を終わらせていただきます。お疲れ様でした。
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